
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
一
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
一
号
中
「
営
利
企
業
等
へ
の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
の
表
備
考
８
中
「事
項
の
う
ち

」
の
次
に
「

文
化
ス
ポ

ツ
局
長
が
定
め
る
事
項

、
ー

に
つ
い
て
は
行
政
組
織
規
則
第
23条

に
規
定
す
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
課
長

が

」
を
加
え
、
「第

23条

」
を
「第

23条
の
２

」
に
、
「第

23条
の
２

」
を
「第

23条
の
３

」
に
、
「第

23条
の
３

」
を
「第

23条
の
４

」
に
改
め
る
。

「

「

政策
課長

政策
課長

監又
監又

又は

別
表
第
二
の
５
の
表
中

を

に
改
め
る
。

は部
は部

室長
次長

次長

」

」

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
健
康
増
進
課
の
項
５
の
⑻
及
び
⑼
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑻
第
32条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
勧

告

○

⑼
第
32条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
命

令

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
健
康
増
進
課
の
項
５
の
⑽
を
削
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
福
島
県
化
製
場
等

に
関
す
る
法
律
施
行

条
例

（昭
和
59年

福
島
県
条
例
第
47号

）

の
施
行
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
こ
と
。

第
４
条
第
３
号
の

規
定
に
よ
る
認
定

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中

の

を

の

と
し
、

の
⒄
か
ら

11

(33)

11

(34)

11

11

の

ま
で
を

の
⒅
か
ら

の

と
し
、

の
⒃
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(32)

11

11

(33)

11

⒄
第
39条

の
２
第

２
項
の
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
許

可

○

別
表
第
二
の
５
の
表
こ
ど
も
未
来
局
の
部
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
の
項
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健

福
祉

事
務

所
総

務
企

画
部

長
(い
わ
き

方
部

に
あ

───────────────────────────────────────────────────────────
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つ
て

は
、

い
わ

き
地

方
振

興
局

⑴
第
20条

の
３
第

県
民

１
項
の
規
定
に
よ

部長
)

る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
５
の
表
備
考
１
中
「( 21)

(22)

」
を
「(22)

(23)

」
に
、
「(29)

」
を
「(30)

」
に
改
め
、
同
表

、
、

備
考
２
中
「本

庁
機
関
の
課
長
の
欄

」
を
「本

庁
機
関
の
課
長
又
は
室
長
の
欄

」
に
改
め
、
「⑶
及
び

」

を
削
り
、
「当

該
課

」
を
「当

該
課
又
は
室

」
に
、
「課

長
が

」
を
「課

長
又
は
室
長
が

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
部
農
業
担
い
手
課
の
項
１
の
⑴
中
「を

超
え
４
ヘ
ク
タ

ル
ー

以
下
の
も
の

」
を
「を

超
え
る
も
の

」
に
改
め
、
同
項
１
の
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑶
第
４
条
第
１
項

及
び
第
５
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る

許
可

（農
地
転
用

面
積
が
１
ヘ
ク
タ

企
画

ー
ル
以
下
の
も
の
に

部
長

限
る

）

○
。

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
部
農
業
担
い
手
課
の
項
１
の
⑷
中
「を

超
え
４
ヘ
ク
タ

ル
ー

以
下
の
も
の

」
を
「を

超
え
る
も
の

」
に
改
め
、
同
項
１
の
⑸
中
「２

ヘ
ク
タ
ル
を
超
え
４
ヘ
ク
タ

ー
ー

ル
以
下
の
も
の

」
を
「１

ヘ
ク
タ

ル
を
超
え
２
ヘ
ク
タ

ル
以
下
の
も
の

」
に
改
め
、
同
項
１
の
⑿

ー
ー

及
び
⒂
中
「を

超
え
４
ヘ
ク
タ

ル
以
下
の
も
の

」
を
「を

超
え
る
も
の

」
に
改
め
、
同
項
１
の
⒅
中

ー

「第
51条

第
５
項

」
を
「第

51条
第
４
項

」
に
、
「を

超
え
４
ヘ
ク
タ

ル
以
下
の
も
の

」
を
「を

超
ー

え
る
も
の

」
に
改
め
、
同
項
１
の
⒆
及
び
⒇
中
「第

51条
第
５
項

」
を
「第

51条
第
４
項

」
に
改
め
、

同
部
農
業
経
済
課
の
項
中
１
を
削
り
、
２
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
第
11条

第
１
項

企
画

及
び
第
３
項
の
規

部
長

定
に
よ
る
承
認

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の
⑶
中
「第

11条
の
５
た
だ
し
書

」
を

「第
11条

の
９
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⑷
中
「第

11条
の
７
第
１
項

」
を
「第

11条
の
17第

１
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⑸
中
「第

11条
の
23第

１
項

」
を
「第

11条
の
42第

１
項

」
に
改
め
、
同

項
２
の

中
「第

97条
の
２

」
を
「第

97条

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２

(44)

(44)

(52)

の

を
削
り
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

(43)

(42)

(51)

(41)

(50)

(40)

中
「(41)

」
を
「(50)

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、

(40)

(49)

(39)

(48)

同
項
２
の

中
「農

林
事
務
所
の
区
域
を
超
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
事
組

(38)

合
法
人
に
係
る
も
の
の
う
ち

」
を
削
り
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

中
「第

、

(38)

(47)

(37)

73条
の
12

」
を
「第

73条
の
10

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

の
次
に

(37)

(44)

(44)

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(45)
第
80条

で
準
用

す
る
第
73条

の
10

の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

○

(46)
第
92条

で
準
用

す
る
第
73条

の
10

の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の

中
「第

72条
の
18の

10

」
を
「第

(36)

72条
の
44

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

を
削
り
、
同
項
２
の

中
「第

(36)

(43)

(35)

(34)

72条
の
18第

３
項

」
を
「第

72条
の
35第

３
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項

(34)

(42)

２
の

中
「第

72条
の
17第

２
項

」
を
「第

72条
の
34第

２
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

(33)

(33)

と
し
、
同
項
２
の

中
「第

72条
の
16第

４
項

」
を
「第

72条
の
32第

４
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の

(41)

(32)

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

中
「第

72条
の
13第

２
項

」
を
「第

72条
の
29第

２
項

」
に
改

(32)

(40)

(31)

め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

の
次
に
次

(31)

(39)

(30)

(37)

(37)

の
よ
う
に
加
え
る
。

(38)
第
72条

の
22の

規
定
に
よ
る
一
時

理
事
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
の
選
任

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

(29)

(32)

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(32)

(33)
第
70条

の
３
第

３
項
の
規
定
に
よ

る
認
可

○

(34)
第
70条

の
３
第

４
項
で
準
用
す
る

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第
59条

第
２
項
の

規
定
に
よ
る
報
告

書
の
要
求

○

(35
)

第
70条

の
３
第

４
項
で
準
用
す
る

第
60条

の
規
定
に

よ
る
認
可

○

(36
)

第
70条

の
３
第

４
項
で
準
用
す
る

第
61条

第
２
項
後

段
の
規
定
に
よ
る

認
可
証
明

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

(28)

(31)

(27)

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

中
「及
び
第
７
項

」
を
「

第

(30)

(26)

(29)

(25)

、
５
項
及
び
第
８
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の

を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の

の
次
に
次
の
よ
う
に

(25)

(27)

(27)

加
え
る
。

(2
8)

第
64条
の
３
第

３
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の

を
削
り
、
同
項
２
の

を
同
項
２

(24)

(23)

の

と
し
、
同
項
２
の
⒆
か
ら
同
項
２
の

ま
で
を
同
項
２
の

か
ら
同
項
２
の

ま
で
と
し
、
同
項

(26)

(22)

(22)

(25)

２
の
⒅
中
「農

林
事
務
所
の
所
管
区
域
を
超
え
な
い
区
域
を
地
区
と
し

か
つ

」
を
削
り
、
「⒅

か
、

、
ら

(2
8)ま

で

」
を
「
(2
1)か

ら

(3
1)ま

で

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⒅
を
同
項
２
の

と
し
、
同
項
２
の
⒄
を
同

(21)

項
２
の
⒇
と
し
、
同
項
２
の
⒀
か
ら
同
項
２
の
⒃
ま
で
を
同
項
２
の
⒃
か
ら
同
項
２
の
⒆
ま
で
と
し
、

同
項
２
の
⑿
中
「
（農

林
事
務
所
の
区
域
を
超
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業

協
同
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
に
限
る

。

(1
3)か

ら

(15)ま
で

(3
0)及

び

(4
3)にお

い
て
同
じ

。

）
」
を
削
り
、

、

同
項
２
の
⑿
を
同
項
２
の
⒂
と
し
、
同
項
２
の
⑾
を
同
項
２
の
⒁
と
し
、
同
項
２
の
⑽
を
同
項
２
の
⒀

と
し
、
同
項
２
の
⑼
中
「第

11条
の
46第

２
項
た
だ
し
書

」
を
「第

11条
の
65第

２
項
た
だ
し
書

」
に

改
め
、
同
項
２
の
⑼
を
同
項
２
の
⑿
と
し
、
同
項
２
の
⑻
中
「第

11条
の
32第

１
項

」
を
「第

11条
の

51第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⑻
を
同
項
２
の
⑽
と
し
、
同
項
２
の
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
第
11条

の
51第

４
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の
⑺
中
「第

11条
の
29第
１
項

」
を
「第

11条
の
48第

１
項

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⑺
を
同
項
２
の
⑻
と
し
、
同
項
２
の
⑻
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑼
第
11条

の
48第

４
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
２
の
⑹
中
「第

11条
の
26

」
を
「第

11条
の
45

」
に
改
め
、
同
項
２
の
⑹
を
同
項
２
の
⑺
と
し
、
同
項
２
の
⑺
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
第
11条

の
42第

４
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

「

２
農
業
協
同
組
合
法

（昭
和
22年

法
律
第

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
農
業
経
済
課
の
項
中

132号

）の
施
行
に
関

を

す
る
次
に
掲
げ
る
こ

と
。

」

「

１
農
業
協
同
組
合
法

（昭
和
22年

法
律
第

132号

）の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ

と

（農
林
事
務
所
の

区
域
を
越
え
る
区
域

を
地
区
と
す
る
農
業

協
同
組
合
に
係
る
も

に
改
め
、
同
項
の
３
を
同
項
の
２
と
し
、
同
項
の
４
を
同
項
の
３
と

の
に
あ
つ
て
は

当
、

該
農
業
協
同
組
合
の

主
た
る
事
務
所
が
所

在
す
る
市
町
村
を
管

轄
す
る
農
林
事
務
所

に
お
い
て
事
務
を
行

う

。

）

。

」

「

平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第24号3



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６

農
業
災
害
補
償
法

（昭
和
22年

法
律
第

185号

）の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ

と
。

⑴
第
33条

の
６
の

規
定
に
よ
る
仮
理

事
の
選
任

（農
林

事
務
所
の
区
域
を

超
え
な
い
区
域
を

地
区
と
す
る
農
業

共
済
組
合

（以
下

「農
林
事
務
所
未

満
の
共
済
組
合

」

と
い
う

）に
係

。
る
も
の
に
限
る
。

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

お
い
て
同
じ

）

。
⑵

第
43条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
認

可
⑶

第
85条

の
10第

１
項
の
規
定
に
よ

る
認
可

⑷
第
87条

の
２
第

４
項
の
規
定
に
よ

る
認
可

し
、
同
項
の
５
を
同
項
の
４
と
し
、
同
項
中

⑸
第
107条

第
４
項

後
段

第
115条

、
第
４
項

第
120

、
条
の
７
第
５
項
後

段
第
120条

の
、

15第
６
項
後
段
及

び
第
120条

の
23

第
３
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
認
可

（主
務
大
臣
と
協
議
を

要
す
る
も
の
を
除

き
農
林
事
務
所

、

未
満
の
共
済
組
合

に
係
る
も
の
に
限

る

）

。
⑹

第
142条

の
２

の
規
定
に
よ
る
検

査

（第
142条

の
３
の
規
定
に
よ
る

検
査
の
事
後
確
認

検
査
に
係
る
も
の

及
び
農
林
事
務
所

未
満
の
共
済
組
合

に
係
る
も
の
に
限

る

）

。
⑺

第
150条

の
２
第

１
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
指
定

「

５
農
業
災
害
補
償
法

（昭
和
22年

法
律
第

185号

）の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ

と

。

○

⑴
第
33条

の
６
の

企
画

規
定
に
よ
る
仮
理

部
長

事
の
選
任

○

○

⑵
第
43条

第
２
項
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
の
規
定
に
よ
る
認

可

○

○
⑶

第
85条
の
10第

１
項
の
規
定
に
よ

る
認
可

○

○

⑷
第
87条

の
２
第

を

４
項
の
規
定
に
よ

に
改
め
、
同
項
中
７

る
認
可

○

⑸
第
107条

第
４
項

後
段
第
115条

第
、

４
項
第
120条

の
、

７
第
５
項
後
段
、

第
120条

の
15第
６

項
後
段
及
び
第
120

条
の
23第

３
項
後

段
の
規
定
に
よ
る

認
可

○
⑹

第
142条

の
２
の

規
定
に
よ
る
検
査

○

⑺
第
150条

の
２
第

○

１
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
指
定

○

」

○○

」

を
６
と
し
、
８
か
ら

ま
で
を
７
か
ら

ま
で
と
す
る
。

11

10

別
表
第
二
の
７
の
表
森
林
林
業
総
室
の
森
林
保
全
課
の
項
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
か
ら
７

ま
で
を
３
か
ら
６
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）
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